
亀山市環境保全条例に基づく開発行為の流れ

開発行為の計画・・・開発行為届出書＋環境配慮事項説明書を提出（建築住宅室）

（正本１部、副本２部）

亀山市開発行為審査委員会･･･環境保全及び土地利用審査

承 認 不承認 環境保全上、重要な場合

亀山市環境保全審議会
開発行為不可

開発行為承認（不承認）結果通知

届出が必要となる開発行為が② 、③ 、⑤ の場合

左記以外の行為

（①、④、⑥）
開発行為計画書を提出（正本１部、副本１７部）

（建築住宅室）

開発行為担当者会議 《協議経過書作成》

工事着手可能

《関係各室と協議》 協議経過書 回答

開発行為に関する同意
都市計画法非該当 都市計画法に該当

開発行為許可申請書 提出

（正本１部、副本２部）

県へ進達（市同意書等添付）

開発行為審査（県：建築開発室）県

開発行為許可

工事着手届出書（市様式）
（正本１部、副本１部）

工事着手届出書（県様式）
（正本１部、副本２部）

工事完了届出書（市様式）
（正本１部、副本１部）

工事完了届出書（県様式）
（正本１部、副本２部）

完了検査 完了検査

開発行為完了検査確認書 開発行為に関する工事の検査済証

県

県

県

完了公告（三重県公報）県

事業計画説明

 


